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厚生労働省労働基準局長 

エレベーター 構造規格第 4 3 条に基づく適用除覚について 

標記について、 東京労働局長からの 別紙甲の照会に 対し、 別紙 こ のとおり回答したので 

了知されたい。 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

http://www.jaish.gr.jp/hor_s_shsi/hor_s_shsi/421


別紙 甲 

  

 
 

東 芳姿 基 第 2 0 3 号 

平成 1 5 年 6 月 1 9 日 

厚生労働省労働基準局長 

東京労働局長 

( 公印省略 )   
  

エレベーター 構造規格第 43 条に基づく適用除覚の 申請等について 
  
  

 
 

管内の事業場から、 下記のワイヤロープ 及びその索緒方法を 用いた ェ レベータ一につ 

いて照会があ り、 エレベーター 構造規格第 29 条第 1 項及び第 40 条第 1 項 第 5 号 ハの 規 

定に適合しないものの、 これらの規定に 適合するものと 同等以上の性能を 有するものであ 

るところから、 同規格第 43 条の規定により、 同規格第 29 条第 1 項及び第 40 粂 第 1 項 

第 5 号 ハの 適用を除覚することとしてよろしいか。 

また、 下記のワイヤロープは、 同規格第 40 条 第 1 項 第 5 号 ロ 0 日本工業規格 G352 
5 に適合するワイヤロープと 同等以上の性能を 有するワイヤロープとして 取り扱ってよ 

ろしいか併せてお 伺いする。 

- 己 
  

  

ェ ワイヤロープの 仕様及び索緒方法 ( 第 1 表及び第 2 表 ) 

国土交通大臣の 認定 ( 認定番号 EPNN-0029  平成 1 5 年回 住指 第 7941 号 ) に係る 

ワイヤロープ 及び集結方法とする。 

(1)  ジュ シヒフク IWRC  6XS (1 9) 

(2) 公称 径 5  mm 

(3) 素線強度 D 種 (2. 4 5 kN/mm7 級 )  裸 ・めっき 

(4) 破断荷重 ( 強度検証に用いる 設計基準強度 : 本 ワイヤロープの 規格破断荷重より 

面積地 に 応じた IW/RC の強度負荷分を 差し引いた 値 ) 20. 3kN 以上 

(5) 緊 緒方法 

申請に係るワイヤロープの 素絹方法は鋼製くさび 式ソケットを 用いたコッタ 止め 

及び据え込み 式 止め金具を用いた 圧縮止めとする。 金具 は 第 2 表の強度等を 確保す 

る 。 

2  10 ワイヤロープ 及び緊縛方法を 用いるエレベータ 一等の仕様   

  



① 駆動方式 

② シーブ 径 

③ シーブ 溝 

④ 揚程 

⑤ 定格速度 

⑥ 最大定員 

⑦ 積載荷重 

⑧ エレベーター 

トラクション 方式 2 : 1 口 一 ピンバ 

200mm 以上 (D 促 40 以上 ) 

丸漬又はアンダ 一カット 溝 (FCD700  スは 同等 品 ) 

100m 以下 

105m7mmn  以下 

15 人以下 

1 トン以下 

- の設計・製造 東芝エレベーター ( 株 ) 

3 =r- レベーター構造規格第 40 条 第 1 項 第 5 号の強度計算に 係る事項 

エレベーター 構造規格第 40 条第 1 項第 5 号に示されるはは 2 とし、 同号に示す 計 

算式によって 得た値が 、 記ェの (4) のワイヤロープの 破断荷重の値を 7 で除して 得 

た 値を超えないよう 設計する。 

4  ワイヤロープの 本数等 

一の 搬 器につき 4 本以上 1 0 本以下とする。 また、 ワイヤロープはエレベーター 

構造規格第 40 条第 1 項 第 1 号から第 4 号のみならず JIS  A4302 ( 昇降機の検査 

標準 ) 4t2.3 (d) の規定を満たすよう 管理する。 

5  品質管理に係る 事項 

(1)  ワイヤロープ 径 、 素線強度、 規格破断荷重について、 記 2 の⑧に示すエレベー 

タ一の設計・ 製造者は、 ワイヤロープ 製造者が製造ロットごとに 行う検査の結果 

を 確認する。 

(2) 記 2 の⑧に示す ェ レベータ一の 設計・製造者 は 計 2 の ェ レベータ一について、 

(1) の項の検査で 合格した同一製造ロットのワイヤロープを 使用する。 

(3) 経年劣化に対するワイヤロープの 保守交換は 、 各々のエレベータ 一において、 

ロープの全数を 同時に、 かつ、 (1) の項の検査で 合格した同一製造 ロノト のワイ 

ヤロープに交換する。 

(4)  ワイヤロープの 仕様並びに 記 4 のまた書き及び 5 (3) の保守交換に 関する事 

項の内容を ユーザ 一に渡す取扱説明書又はそれに 相当する引き 渡し図書に記載す 

るとともに、 ェ レベータ一機械 室 あ るいは昇降 路内 昇降機機器に 掲示する。 

(5) 据え込み 式 止め金具については、 記 2 の⑧に示す ェ レベータ一の 設計・製造者 

において出荷双に 施工する。 

また、 据え込み戎金具の 取付は、 所定の端末強度を 確保するため、 記 2 の⑧に 

示す ェ レベータ一の 設計・製造者において、 金具に対するロープの 挿入長さを 管 

理する。 

 
 

 
 



第 l 表 本中・請のワイヤロープ と皿 5  G3506  8 Ⅹ 5(19) との比較 

(1) 化学成分 ( 素線 ) 

ワイヤロープ。 鋼 種 化学成分 (%) 

C Si Mn P S 

本 申 請 ( シ 。 ュシヒ 7 ク IWRC)6  X  S(1g)  SWR Ⅱ 72A  0.69 ～ 0 ・ 76  0 ・ 15 ～ 0 ・ 35  0.30 ～ 0 ・ 60  0.030 以下 0.030 以下 
( 東京製綱 ) 

JIS@G@3506-1996@ 6@X@S@(19) SWRH72A  0.69 ～ 0.76  0.15 ～ 0.35  0.30 ～ 0.60  0.030 以 T  0.030 以下 

注 )JIS ワイヤロープとしては、 公称 径 6Inm ～規定している 6XS ㏄ 9) を比較対象とした。 

(2) 呼び，構成・ 断面形状・寸法 

ワイヤロープ。 呼 び 構 成 断面形状 寸 ・ 法 

シール 形 ストランドの・ 層数 : 単層 
公称 径 : 5mm 

本 申請   
心入り 心の種類 : 樹脂被覆 IWRC 

JIS@ G@ 3525 6@ X@ S(19) シール 形 

一 1998 1 9 本線 6 より ストランドの 居敷 : 単層 

ストランドのより 方 : 平行より 公称 径     

ストランドの 本数 : 6 本 6 ～ 4 0 mm 

心の種類     繊維 心 までの 2 1 種類 



(3) 機械的性質 

ワイヤロープ 

本 申請 ひ，，シヒ フク IWRC) 

6  X  S  (I9) 

JIS@G@3525@ 6@ X@ S@(19) 
一 1998 

    

  

  

一 
会 称 破断荷重 (kN) 破断荷重 (kN) 

称 

怪 (mm) ェ 傑。 めっき 
裸 。 めっき 

(mm) 

E 千重 A 種 B 千重 D 千重 

5 22.6 

6 lf ユ 19.6  20.9   

6. 3  17.7  21.6  23.0         

 
 



第 2 表 緊 緒方法 ( 端末金具の仕様 ) 

端末構造 
づ 士を華項目 強度等 

S.t37 イ (Dl 舵 393) または同等 品 
ソケット 

@ 張り強さ :384 Ⅳ mm, 以上 ) 

牡 
酊 W-40-C05(D@N1692) または同等 品 

材質 
( 引張り強さ :453N/mm2 以上 ) 

鋼製くさび 弍 
S20C(J は G  40 町 ) または同等 品 

アイロッド 
( 引張り強さ :400N/mm2 以上 ) 

ソケット 
gSMn28(D@N1651) または同等 品 

ピ、 / 
(5@ 反 り強さ :340N 九 m, 以上 ) 

端末効率 80% 以上 ( 対 破断荷重 値 ( 申請僧 )) 

安全率 設置 時 4 以上、 使用時 3 以上 

材質 
SCM 伯 5 ㎝ SG 自 05) または同等 品 

据え込み 式 止め金具 
( 引張り強さ :B30N/mm, 以上 ) 

端末効率 80 拓 以上 ( 対 破断荷重 値 ( 申請 値 )) 

安全率 設置 時 4 以上、 使用時 3 以上 

注 ) 端末効率 は 、 疲労試験 dlo, 回の繰り返し 引張試験Ⅰ後の 破断荷重により 算出したもの。 
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( 参考 ) 

JIS  A4302  ( 昇降機の検査基準 )  4  .  2.  3  (d) 

損 摩 状 態   基 準 

素線の破断 数 が平均に分布している 場 立構成より ( ストランド ) の 1 ピッチ内 

ム 
  での破断 数が 4 以下 

破断素線の断面積が 元の素線の断面積 f 構成より ( ストランド ) の 1 ピッチ内 

の 70% 以下となっているか、 又は錆が での破断 数が 2 以下 

はなはだしい 場合 

素線の破断が 1 カ所または特定のより   6 より日一 プ では、 素線の破断総数が 1 
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  直径の 90% 
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東京労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長 

エレベーター 構造規格第 4 3 条に基づく適用除覚について 

平成エ 5 年 6 月 1 9 日付け東方 発基 第 203 号をも づて 照会のあ った標記については、 

貴 兄 のとおり取り 扱うこととするので 通知する。 


